
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

届

耕

地

課

○

〃

県

営

土

地

改

良

事

業

計

画

の

縦

覧

○

県

営

土

地

改

良

事

業

変

更

計

画

の

縦

覧

〃

○

林

業

種

苗

生

産

事

業

者

講

習

会

の

開

催

治

山

課

○

建

設

業

の

営

業

の

停

止

命

令

監

理

課

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

○

漁

業

の

操

業

制

限

の

指

示

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

岡

山

県

公

報

平成３０年２月６日 第１１９６２号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

四
二
九
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

九
・
三
～

津
山
市
高
野
本
郷
字
勅
使
二
四
二
五
番
三
地
先

か
ら

新

九
四
三
・
一

二
六
・
八

津
山
市
押
入
字
後
入
道
七
一
番
三
地
先
ま
で

八
・
〇
～

津
山
市
高
野
本
郷
字
勅
使
二
四
二
五
番
三
地
先

か
ら

旧

九
四
三
・
一

二
三
・
六

津
山
市
押
入
字
後
入
道
七
一
番
三
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

加
茂
奥
津
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

平成３０年２月６日　岡山県公報　第１１９６２号



苫
田
郡
鏡
野
町
岩
屋
字
竹
の
向
赤
峪
五
一
五
番

新

二
九
六
・
〇

一
地
先
か
ら

五
・
〇
～

苫
田
郡
鏡
野
町
大
町
字

ノ
平
九
〇
三
番
四
地

四
七
・
〇

先
ま
で

苫
田
郡
鏡
野
町
岩
屋
字
竹
の
向
赤
峪
五
一
五
番

旧

二
九
六
・
〇

一
地
先
か
ら

三
・
〇
～

苫
田
郡
鏡
野
町
大
町
字

ノ
平
九
〇
三
番
四
地

八
・
〇

先
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

一
般
国

四
二
九
号

津
山
市
高
野
本
郷
字
勅
使
二
四
二
五
番
三
地
先
か
ら

平
成
三
十
年

道

津
山
市
押
入
字
後
入
道
七
一
番
三
地
先
ま
で

二
月
六
日

県
道

加
茂
奥
津
線

苫
田
郡
鏡
野
町
岩
屋
字
竹
の
向
赤
峪
五
一
五
番
一
地

先
か
ら

苫
田
郡
鏡
野
町
大
町
字

ノ
平
九
〇
三
番
四
地
先
ま

で

平成３０年２月６日　岡山県公報　第１１９６２号



〔

〕

（

）

、

四
六

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

児
島
湾
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員

退
任
役
員

理
事
監

住

所

氏

名

事
の
別

村
田

樹
男

玉
野
市
東
七
区
三
二
四

理

事

平成３０年２月６日　岡山県公報　第１１９６２号



〔

〕

（

）

、

四
七

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業

）

（
た
め
池
等
整
備

幸
田
下
池
地
区

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

）
計
画
書

（
た
め
池
等
整
備

幸
田
下
池
地
区

三

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
二
月
六
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

岡
山
市
東
区
役
所

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業

）

（
た
め
池
等
整
備

京
尾
中
池
地
区

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

）
計
画
書

（
た
め
池
等
整
備

京
尾
中
池
地
区

三

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
二
月
六
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

瀬
戸
内
市
役
所

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業

）

（
た
め
池
等
整
備

大
谷
池
地
区

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

）
計
画
書

（
た
め
池
等
整
備

大
谷
池
地
区

三

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
二
月
六
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で
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四

縦
覧
の
場
所

赤
磐
市
役
所

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業

）

（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備

斎
富
・
南
方
地
区

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

）
計
画
書

（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備

斎
富
・
南
方
地
区

三

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
二
月
六
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

赤
磐
市
役
所

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業

）

（
地
震
対
策
た
め
池
防
災

宇
角
池
地
区

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

）
計
画
書

（
地
震
対
策
た
め
池
防
災

宇
角
池
地
区

三

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
二
月
六
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

矢
掛
町
役
場
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第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

〔
四
八
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）

、

建

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り

部
地
区

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備

大
井
手
）

縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

建
部
地
区

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備

大
井

（
中
山
間
地
域
総
合
整
備

手
）
変
更
計
画
書

二

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
二
月
六
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

岡
山
市
北
区
役
所
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〔
四
九
〕
林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
林
業
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
を
開
催
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

平
成
三
十
年
三
月
十
三
日
（
火
曜
日
）
十
時
か
ら
十
七
時
ま
で

２

場
所

勝
田
郡
勝
央
町
植
月
中
一
〇
〇
一

岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
森
林
研
究
所

二

受
講
申
込
書
の
受
付

１

受
講
申
込
者
は
、
受
講
申
込
書
を
、
住
所
地
を
所
管
す
る
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画

課
へ
平
成
三
十
年
三
月
六
日
（
火
曜
日
）
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

２

受
講
申
込
書
に
は
、
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
、
上
半
身
、
無
帽
の
ラ
イ
カ
判
の
写
真
（
縦

三
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
一
枚
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。

三

受
講
手
数
料

１

受
講
申
込
書
に
、
一
万
四
千
百
円
相
当
の
岡
山
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
て
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
証
紙
に
は
、
消
印
し
な
い
こ
と
。

２

納
付
し
た
受
講
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

四

そ
の
他

１

受
講
者
は
、
受
講
当
日
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

２

講
習
会
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
岡
山
県
農
林
水
産
部
治
山
課
（
電
話
（
〇
八
六
）
二
二
六

七
－

四
五
五
）
又
は
各
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
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〔
五
〇
〕
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
建
設
業
の
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

処
分
を
し
た
日

平
成
三
十
年
二
月
六
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番

号
商
号

合
資
会
社
野
澤
商
店

所
在
地

備
前
市
吉
永
町
福
満
五
八

代
表
者
の
氏
名

野
澤

俊
浩

許
可
番
号

岡
山
県
知
事
許
可
（
般

二
七
）
第
二
四
七
六
七
号

－

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
の
命
令

１

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

建
設
業
の
営
業
の
全
部

２

期
間

平
成
三
十
年
二
月
二
十
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で
の
三
日
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

合
資
会
社
野
澤
商
店
の
代
表
社
員
が
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
（
焼
却
禁
止
）
の
規
定
に
違
反
し
、
平
成
二
十
八
年

十
一
月
八
日
に
岡
山
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金
刑
の
略
式
命
令
を
受
け
、
同
月
二
十
六
日
に
確
定
し

た
。こ

の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
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◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
平
成
二
十
九
年
度
第
八
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
業
の

操
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
三
十
年
二
月
六
日

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

井

本

瀧

雄

一

制
限
す
る
漁
業
の
種
類

か
ご
漁
業

二

制
限
区
域

岡
山
県
海
面
で
あ
っ
て
第
二
種
共
同
漁
業
権
建
網
漁
業
の
区
域
内

三

操
業
上
の
制
限

か
ご
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
漁
業
権
者
の
同
意
又
は
指
示
に
よ
る
こ
と
。

操
業
場
所

(1)

持
ち
か
ご
数

(2)

か
ご
の
大
き
さ

(3)

網
目
等

(4)
２

他
種
漁
業
の
漁
具
敷
設
中
は
、
当
該
漁
業
の
操
業
を
妨
げ
な
い
こ
と
。

四

適
用
除
外

こ
の
指
示
は
、
試
験
研
究
、
教
育
実
習
又
は
増
養
殖
用
の
種
苗
（
種
卵
を
含
む

）
の
供
給
（
自

。

給
を
含
む
。
以
下
「
試
験
研
究
等
」
と
い
う

）
の
た
め
の
水
産
動
物
の
採
捕
に
つ
い
て
特
別
採
捕

。

許
可
を
受
け
た
者
が
行
う
試
験
研
究
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

五

指
示
の
有
効
期
間

平
成
三
十
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
二
月
二
十
六
日
ま
で
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